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Ⅲ．EC企業結合規則の 2004年改正の概要と問題点

1．管轄に関する規定の改正

（３）EC企業結合規則第 3条に関する改正

　EC委員会が 2001 年に公表した緑書については，すでに本稿Ⅱ 1（ 1 ）「EC

委員会の緑書」で概要を述べたが，ここでは EC委員会の 2001 年緑書を，EC

企業結合規則の適用対象となる企業結合概念を定義した同規則第 3条に焦点を

当てて詳しく見ることにする。

　EC企業結合規則の適用対象となる企業結合概念に関連して，EC委員会は，

2001 年緑書において，次のように同規則第 3条ならびに第 5条を改正するか

否か検討するよう提案した。

　特に，EC委員会の 2001 年緑書は，法律上，独立した複数の取引を，同規

則所定の届出義務のある 1つの企業結合として取り扱うか否かという複数取引

の規制に関する改正を取り上げ，EC企業結合規則の適用対象となる企業結合

の売上高の算定に関連して複数取引を規定する同規則第 5条 2項 2文を改正

し，複数取引を，従来よりも広く同規則の適用対象とすることを検討するよう

提案している(248)。この提案の趣旨は次のところにある。

　詳述すれば，まず EC企業結合規則第 3条 1項は，同規則の適用対象となる

企業結合について，同規則第 3条 1項（ａ）が，「従来から相互に独立した複

数の事業者が合併する場合」を挙げ，同規則第 3条 1項（ｂ）が，「企業結合

により，法律上または事実上，1事業者または複数の事業者の全部または一部

に対して，直接又は間接に支配を獲得する場合」を挙げているが，EC委員会

の 2001 年緑書は，同規則第 3条 1項（ｂ）の規定を確認するとともに，同規
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則第 3条 2項が，かかる支配には，次のようなジョイント・ベンチャーの設立

の場合，すなわち「ジョイント・ベンチャーが，設立後，自律的な経済体とし

て，すべての機能を継続的に有する場合」を含むと規定していると確認する(249)。

また EC委員会の 2001 年緑書は，このような一般的で広範な企業結合の定義

とは別に，企業結合の売上高の算定に関する同規則第 5条 2項 2文について，

次のように確認する。すなわち EC企業結合規則第 5条の第 2項 2文は，企業

結合が事業者の一部の取得である場合，同一の個人または事業者間で 2年以内

に行なわれる複数の取引が，最後に取引した日に 1つの企業結合が成立すると

規定していると確認し，さらに同規則第 5条 2項 2文の目的は，基本的に，脱

法の防止，すなわち 1つの企業結合を複数の取引に分割して，同規則を脱法す

ることを防止するところにあると述べる(250)。そして EC委員会の 2001 年緑書

は，EC委員会が同規則第 1条ならびに第 3条に該当する企業結合に対して排

他的な管轄権を有するという意味でのワンストップショップの原則（one-stop 

shop principle）を尊重するならば，上記の複数取引の他に，次のような複数取引，

すなわち一見して 1つの企業結合とは思われない複数取引に関しても，それら

が経済上，相互に関連し，経済的な一体性を有するならば，全体として 1つの

企業結合と評価することができるとしたのである(251)。2001 年の EC委員会緑

書は，特に，次の 3つの複数取引の事例，すなわち，①企業グループに属する

複数の企業に関して資産買収を行なう結果，企業グループに属するある企業を

単独で支配するとともに，他の企業を企業グループの親会社と共同で支配する

ことになる事例，②複数の企業が資産の一部を相互に交換するスワップ取引が

行なわれる事例，③株式の取得が様々な金融手段を用いて何度も行われるとい

うクリーピング・テイクオーバー（creeping takeover）と呼ばれる事例について，

以下のような提案を行なっている(252)。それは，EC加盟国規則第 5条 2項 2文

が，これら 3つの複数取引を，それぞれ 1つの企業結合と取り扱うことが可能

なように同項第 2文を改正し，それぞれの複数取引を一括して同規則の適用対
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象とすることを明確化するという提案であり，EC委員会は，かかる提案を検

討するよう要請している(253)。

　なお EC委員会の 2001 年緑書は，同規則第 5条 2項 2文が過剰な規制とな

ることを防止するため，同規則の適用を，複数取引が同一の産業セクターにお

いて行なわれる場合に限定することが適切であるとしている(254)。

　また，EC委員会の 2001 年緑書は，ベンチャー・キャピタルが行なう特定

の取引を取り上げて，EC企業結合規則第 3条 5項を改正し，特定の取引を

EC企業結合規則の適用対象となる企業結合から除外するか否かを検討するよ

う提案した(255)。すなわち EC企業結合規則第 3条 5項は，同規則の適用対象

とならない企業結合とする場合を列挙しているが，EC委員会の緑書は，同規

則第 3条 5項は狭く規定されており，ベンチャー・キャピタルが行なう特定の

取引が同規則の適用対象ともなり適切ではないと考えられるとして，同規則第

3条 5項を改正すべきか否か検討すべきであるとしている(256)。

　また，EC委員会の 2001 年緑書は，例えば，企業グループの概念について，

EC企業結合規則第 3条 3項の改正を検討するよう提案している。

　企業グループの概念に関する提案を詳述すれば，EC企業結合規則第 3条 1

項（ｂ）は，前述のように，同規則の対象となる企業結合について，企業結合

により，法律上または事実上，「1事業者または複数の事業者の全部または一

部に対して，直接又は間接に支配を及ぼす」場合であるとし，同規則第 3条 3

項は，支配が個人または事業者が企業結合によって取得されると見なす場合を

定めている。また EC企業結合規則第 5条 4項は，同規則の適用対象となる企

業結合の売上高について，企業結合に参加する当該事業者を含めて関連する事

業者を列挙し，これらの事業者の売上高を合算するとしているが，EC委員会

の 2001 年緑書は，EC企業結合規則第 5条 4項が規定する関連する企業グルー

プの考え方が，同規則第 3条 3項が規定する「支配」の原則と調和するか否か

を検討し，同規則第 3条 3項を改正する可能性を検討するよう提案している(257)。
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　EC委員会は，その後，2002 年 12 月 11 日に EC企業結合規則改正草案を公

表し，2003 年 1 月 28 日に，EC理事会に対して同規則の改正提案を行なった

が，EC委員会は，同規則の適用対象となる企業結合概念に関連して，特に，

次の 2つの改正提案を行なっている。

（1 ）EC企業結合規則第 3条 1項に「継続的な（on a lasting basis）」という文

言を追加する改正提案であり，同規則によって規制の対象とされる企業

結合は，企業結合により，事業者の全部ないし一部に関する支配の状況

に変更が生ずる場合であるとともに，それが「継続的な支配の変更」を

生ずる場合であることを明確にする提案である(258)。

（2 ）事業者の複数取引の規制に関する改正提案であり，次の 2つの提案に

大別される(259)。

　（2‒1 ）ジョイント・ベンチャーに関する EC企業結合規則第 3条 2項を

削除し，同条第 3項を第 2項に繰り上げるとともに，同条に第 4項

を新設して，「複数の取引が，相互に条件付けられているため，あ

るいは相互に緊密に関係するため，経済的に 1つの取引と取り扱う

ことができる場合，複数の取引が総体として EC企業結合規則第 1

条所定の EC規模を満たすならば，複数の取引は，取引の終了日に

おいて 1つの企業結合とみなす」とし，複数取引に関する一般的な

規定を設けて，前記①②③の複数取引に限定することなく，その他

の複数取引についても，1つの企業結合と取り扱うことを可能にす

る(260)。

　（2‒2 ）EC企業結合規則の適用対象となる企業結合の売上高の算定に関

連して複数取引を規定する EC企業結合規則第 5条 2項 2文を改正

し，新たに複数取引が経済的な相互関係を有する場合を考慮し，他

方，複数取引が，異なった産業セクターにおいて行なわれる場合に
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は，1つの企業結合と取り扱わないことにする(261)。

　最初に，前記（ 1）「EC企業結合規則第 3条 1項の改正に関する改正提案」

について見ると，EC委員会は，改正提案の趣旨について，次のように述べて

いる。

　詳述すると，EC委員会は，EC企業結合規則第 3条 1項には，企業結合に

よる「継続的な支配の変更」という文言はないが，従来から，同規則の適用対

象となる企業結合か否かを判断する基準として，「継続的な支配の変更」とい

う基準が用いられてきたとする(262)。また，現在，この基準は，EC委員会が

1998 年に公表した「企業結合概念に関する告示」においてのみ詳細に記載さ

れているにすぎないと述べ(263)，「継続的な支配の変更」という基準は，すでに

EC理事会規則第 4064/89 号において立法理由を述べた同規則の前文 23(264)に記

載されており，それゆえその基準は，EC委員会による 1998 年の「企業結合

概念に関する告示」において記載されることになったと指摘して(265)，企業結

合による「継続的な支配の変更」という基準を EC企業結合規則第 3条 1項に

明記し，主要な基準を網羅して規定することが適切であるとしている(266)。そ

して EC委員会は，ジョイント・ベンチャーが，自律的な経済体として，すべ

ての機能を有する場合については，ジョイント・ベンチャーの設立に限ること

なく EC企業結合規則の適用対象となるとして，これまで「自律的な経済体の

すべての機能を継続的に有するジョイント・ベンチャーの設立は本条第 1項

（ｂ）に規定する企業結合とする」と規定していた同規則第 3条 2項を削除す

るよう提案している。

　なお従来，EC企業結合規則第 3条 5項は，同規則の適用対象とならない企

業結合とみなす場合を列挙していたが，さらに EC委員会の 2001 年緑書は，

同規則第 3条 5項を改正して，ベンチャー・キャピタルが行なう特定の取引を

同規則の適用対象となる企業結合から除外するよう提案した。他方，2002 年に，
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EC委員会が公表した EC企業結合規則改正草案は，同規則第 3条 1項に「継

続的な（on a lasting basis）」という文言を追加して，同規則によって規制の対象

とされるのは，「継続的な支配の変更」をもたらす企業結合であることを明確

にするならば，あえて同規則第 3条 5項を改正して，特定の種類のベンチャー・

キャピタルが行なう取引を同規則の適用対象となる企業結合から除外する必要

はないとしている(267)。

　また 2001 年に公表した EC委員会緑書は，企業グループの概念について，

EC企業結合規則第 3条 3項の改正を検討するよう提案したが，EC委員会は

2002 年に EC委員会が公表した同規則改正草案において，同規則第 3条 3項

を改正するよう提案していない。

　このような前記（ 1）「EC企業結合規則第 3条 1項の改正に関する改正提案」

は，その後 2004 年に行なわれた EC企業結合規則改正において，部分的に実

現している。

　まず EC企業結合規則第 3条に関しては，大きな変更はなく，主に同規則第

3条 1項が，EC委員会の改正草案の提案どおりに改正されるに止まった。す

なわちジョイント・ベンチャーに関する EC企業結合規則第 3条 2項は，同規

則において削除されることはなく，同規則第 3条 2項から同規則第 3条 4項に

移されて規定された。また EC企業結合規則の立法趣旨を述べている前文の

23 においては，従来，同規則の適用対象となる企業結合が，「継続的な支配の

変更」をもたらす場合であることが記載されていたが，2004 年の同規則改正

においては，同規則の前文 23 に記載されていた「継続的な支配の変更」とい

う基準は，後述するように，同規則前文の 20 に移された。他方，EC委員会

の 2001 年緑書は，ベンチャー・キャピタルの取引に関して，EC企業結合規

則第 3条 5項の改正を検討するよう提案していたが，前述したように，すでに

EC委員会は，2002 年の同規則改正草案において，ベンチャー・キャピタルの

取引に関し同規則第 3条 5項を改正する提案をしておらず，同規則第 3条 5項
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は 2004 年の EC企業結合規則改正において，同規則第 3条 5項は改正されな

かった。

　次に，前記（ 2）「事業者の複数取引に関する改正提案」のうち，（2‒1）の「ジョ

イント・ベンチャーに関する EC企業結合規則第 3条 2項を削除し，同条第 3

項を第 2項に繰り上げるとともに，同条に第 4項を新設する提案」を見ると，

すでに EC委員会は 2001 年に公表した緑書において，複数取引に関して同規

則を改正する提案を行なっていたが，2002 年の EC企業結合規則改正草案に

おいても，2001 年緑書と同様の改正趣旨を述べている(268)。また EC委員会の

2001 年緑書は，前記①②③の複数取引の事例を挙げ，それらの複数取引を 1

つの企業結合として取り扱うことを検討するよう提案したが，EC委員会は，

パブリックコメントを募集した結果，おおむね良好な反応が得られたとし，

2002 年の EC企業結合規則改正草案においては，同規則の立法理由を述べた

前文 16 を改正する提案を行なっている(269)。すなわち EC委員会は，EC企業

結合規則の前文 16 を改正することにより，前述した EC委員会の緑書で指摘

した①②③の事例を挙げ，これらの複数取引の事例を，それぞれ 1つの企業結

合として取り扱うのが適切であるとし，複数取引を一括して EC企業結合規則

の適用対象であることを明確にするとしている(270)。そして EC委員会は，ジョ

イント・ベンチャーに関する EC企業結合規則第 3条 2項を削除するとともに

同条第 3項を第 2項に繰り上げ，同条に第 4項を新設して，複数取引に関する

一般的な規定を設け，その他の複数取引事例についても 1つの企業結合として

取り扱うよう提案している(271)。なお EC委員会は，新設する EC企業結合規則

第 3条 4項の適用に関して予測可能性を確保するため，同項の文言を十分に厳

密なものとする必要があるとし，さらに同項が規定する複数取引を明確化する

ため，前述した 1998 年に公表した「企業結合概念に関する告示」(272)を改訂す

る可能性を示唆している(273)。

　さらに，前記（ 2）「事業者の複数取引に関するの改正提案」のうち，（2‒2）
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「EC企業結合規則第 5条 2項 2文の改正提案」を見ると，EC委員会は，次

のような改正趣旨を述べている。

　詳述すれば，EC企業結合規則第 5条 2項 2文について，まず EC委員会は，

基本的に，同項第 2文が，1つの企業結合を複数の取引に分割し同規則を脱法

することを防止しているとして，同項第 2文が，同一の個人または事業者間で

2年以内に行なわれる複数取引について規定している点に関しては，これを維

持するとした(274)。しかし EC委員会は，EC企業結合規則第 5条 2項 2文が狭

く規定されており，複数取引が「同一の個人または事業者間で 2年以内に行な

われる複数の取引」という点で相互関係を有している場合，1つの企業結合と

みなすが，経済的な相互関係がない場合には 1つの企業結合とみなすべきでは

ないとして，同項第 2文においては，複数取引が経済的な相互関係を有する場

合を考慮するものの，複数取引が異なった産業セクターにおいて行なわれる場

合には，1つの企業結合と取り扱わないよう同項第 2文を改正することを提案

している(275)。

　EC委員会は，EC企業結合規則第 5条 2項 2文を改正する提案を行なう趣

旨について，これ以上詳しく述べていないが，改正提案の趣旨は，EC委員会

が 2001 年緑書において，同項第 2文の改正を検討するよう提案した際の趣旨

に対応している。なぜなら EC委員会の 2001 年緑書は，複数取引に関する前

記の 3つの事例を，それぞれ 1つの企業結合として取り扱うよう EC企業結合

規則第 5条 2項 2文を改正し，複数取引の事例を一括して同規則の適用対象と

することを明確化するよう提案する一方，同項第 2文が過剰な規制となること

を防止するとして，同規則の適用を，複数取引が同一の産業セクターにおいて

行なわれる場合に限定することが適切であるとしていたからである。

　しかし前記（ 2）「事業者の複数取引に関するの改正提案」のうち，（2‒1）

と（2‒2）の改正提案は，2004 年の EC企業結合規則改正においては，（2‒1）「EC

企業結合規則第 3条 4項の新設」という改正提案についても，（2‒2）の「EC
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企業結合規則第 5条 2項 2文の改正」という改正提案についても，実現しなかっ

た。また EC委員会が 2002 年の EC企業結合規則改正草案において提案した

「前文 16 の改正」も実現しなかったが，その替わりに，同規則の前文 20 が改

正されることになった。もっとも改正された EC企業結合規則の前文 20 は，

同規則の適用対象となるジョイント・ベンチャーに関して，複数取引のうち一

連の証券取引に関して述べているが，複数取引については，それ以上，前記①

②③の事例に具体的に言及していない。改正された EC企業結合規則の前文

20 は，次のとおりである。

EC企業結合規則の前文 20

　「企業結合により事業者の支配に継続的な変化があり，それに伴って市

場構造に継続的な変化がもたらされる場合，当該企業結合を本規則の適用

対象とするよう本規則の企業結合概念を定義することが適切である。従っ

てジョイント・ベンチャーが，自立した経済単位としての全ての機能を継

続的に有する場合には，ジョイント・ベンチャーは本規則の適用対象とす

ることが適切である。また複数の取引が，相互に条件付けられており，ま

たは一連の証券取引が，短期間に行なわれており，相互に密接に関連して

いる場合，これらの複数の取引を，単一の企業結合として取り扱うことが

適切である」

　なお EC委員会は，前述したように，2002 年の EC企業結合規則改正草案に

おいて，1998 年の「企業結合概念に関する告示」を改訂する可能性を示唆し

ていたが，EC委員会の 1998 年告示は，2007 年に改訂され，「EC企業結合規

制の管轄に関する包括的な告示」(276)となって現在に至っている。また 2007 年

の告示においては，EC企業結合規則第 3条 1項と同規則の前文 20 を根拠と

して，「継続的な支配の変更」について事業者の複数取引が解説されている(277)。
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　以上のように，EC企業結合規則の 2004 年改正においては，同規則の適用

対象となる企業結合概念に関連して，主として同規則第 3条 1項が改正される

に止まり，同規則第 3条が規定する企業結合概念を明確化する改正は，限定的

なものとなった。他方，事業者の複数取引の規制に関しては，2004 年の EC

企業結合規則改正において，同規則の立法理由を述べた前文の 20 が，EC委

員会の 2001 年緑書の趣旨と 2002 年の同規則改正草案の趣旨に沿って改正され

ており，広く事業者の複数取引を規制する方向性が，一応，明確となったとい

うことができる(278)。また，EC委員会の 2001 年緑書は，例えば，企業グルー

プの概念に関しては，EC企業結合規則第 3条 3項の改正を検討するように提

案し，またベンチャー・キャピタルの取引に関しては，同規則第 3条 5項の改

正を検討するよう提案していたが，EC委員会は，すでに 2002 年の同規則改

正草案の段階において，これらの提案を改正草案で取り上げることがなく，こ

れらの提案に関連して，同規則第 3条 3項ならびに 5項は 2004 年に改正され

なかった。

（４）小括―2004年改正の評価を中心として

　EC企業結合規則の管轄に関する規定は，同規則の 2004 年改正において，

重要な改正事項であった。以下においては，第 1に，同規則が改正されるに至っ

た経緯に焦点を当てながら，管轄に関する規定の改正について，その概要を総

括する。そして第 2に，かかる改正の評価については，次の主要な見解を考察

する。（ａ）EC企業結合規則の改正に大きな影響を与えたドイツ連邦カルテ

ル庁長官の見解，（ｂ）EC委員会が，同規則第 1条 4項に基づいて，2009 年

に EC理事会に提出したレポートの見解，（ｃ）学説の見解。
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①　2004年改正の経緯と概要

（a）2004年改正の経緯

　EC企業結合規則は 1990 年に制定され，本稿Ⅰ「序」で見たように，その後，

2004 年 5 月 1 にヨーロッパ連合が東欧に拡大するのに伴い，同規則は，2004

年 1 月に改正されたが，2004 年の改正は，同規則制定以来の大改正であった。

そして 2004 年の EC企業結合規則改正に当たっては，同規則の管轄に関する

規定が，重要な改正事項として議論されている。

　2004 年の EC企業結合規則改正において，同規則の「管轄に関する規定」

が改正された直接の経緯としては，EC委員会が，2002 年に公表した EC企業

結合規則の改正草案を挙げることができる。EC委員会は，2004 年 1 月の同規

則改正に先行して，すでに 2002 年 12 月の同規則改正草案において，同規則の

重要な改正事項として，第 1に管轄に関する規定を挙げ，改正を提案していた。

そして EC委員会の改正提案は，EC委員会が 2001 年 12 月に公表した緑書に

起因している。すなわち 2001 年の EC委員会緑書は，EC委員会が同規則第 1

条ならびに第 3条に該当する企業結合に対して排他的な管轄権を有するという

意味でのワンストップショップの原則を，ECの一般原則である「補完性の原

則」と調和させながら行政手続の簡素化を推進する一方，企業結合案件の管轄

を EC委員会と EC委員会に最適に配分し，企業結合を複数の EC加盟国に届

け出る事例を減少させるために，同規則第 1条 3項をはじめとした「管轄に関

する規定」の改正を検討するよう提案し，2004 年の EC加盟国の拡大に備え

たのである。

　次に，EC委員会が 2001 年緑書で提案した「管轄に関する規定」の改正に

ついて，その経緯を詳述すると，1997 年に改正された EC企業結合規則第 1

条 4項は，EC委員会が，2000 年 7 月 1 日までに，EC理事会に対して，同規

則第 1条 2項と 3項に定める売上高基準の運用状況を報告すると規定し，また

同規則第 1条 5項は，EC理事会は，EC委員会の報告を受領した後，特定多
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数決により，同規則第 1条 3項の売上高のを変更することができると規定し，

さらに EC委員会から EC加盟国への企業結合案件の付託に関する同規則第 9

条 10 項は，同規則第 1条の売上高の基準が見直される際に，同時に，同規則

第 9条を見直すことができると規定していた。そして EC委員会は，2000 年 6

月 28 日に，同規則第 1条 4項に基づき，EC理事会に対して報告書を提出し

た(279)。その後，EC委員会は，報告書に基づいて，企業結合案件の管轄を EC

委員会と EC委員会に最適に配分し，企業結合を複数の EC加盟国に届け出る

事例を減少させるため，2001 年に公表した緑書において，同規則第 1条 3項

をはじめとした「管轄に関する規定」の改正を検討するよう提案したのである。

　従って，このような経緯からすれば，2002 年 12 月の同規則改正草案におい

ては，重要な改正事項として，同規則第 1条 3項をはじめとする「管轄に関す

る規定の改正」を掲げるのが，自然な流れであったということができる(280)。

しかし本稿Ⅲ 1（ 1 ）「EC企業結合規則第 1条 3項に関する改正」で見たよう

に，EC委員会は，2002 年の同規則改正草案において，検討の結果，同規則第

1条 3項の改正を断念するとしている。

　詳述すれば，EC委員会は，2001 年の緑書において，次の場合，すなわち企

業結合が同規則第 1条 2項と 3項を充足せず，企業結合当事者が，EC加盟国

の 3カ国以上に企業結合を届け出る義務がある場合，自動的に ECの管轄とし，

EC委員会に強制的な管轄を認める「mandatory 3 ＋ system」と呼ばれる制度

の導入を提案しながら，2002 の同規則改正草案においては mandatory 3 ＋ sys-

temの導入を断念するとした。そして EC委員会は，2002 に公表した同規則改

正草案においては，mandatory 3 ＋ systemに替えて「optional 3 ＋ system」と

呼ばれる制度の導入を検討しながら，すなわち企業結合が同規則第 1条 2項な

らびに 3項所定の要件を満たさない場合，企業結合当事者が企業結合を EC加

盟国の 3カ国以上に届け出ることが可能であるが，その場合，企業結合当事者

は，企業結合を EC加盟国に届け出るか，EC委員会に届け出るか選択権を有し，



174

EC企業結合規則 2004 年改正における企業結合の評価（中）

法学研究　90号（2011年１月）

他方，EC加盟国は，企業結合当事者が企業結合を EC加盟国に届け出ること

なく EC委員会に届け出ることを拒否する権利を有するという「optional 3 ＋

system」という制度の導入を検討しながら，本稿Ⅲ 1（ 1）「EC企業結合規則

第 1条 3項に関する改正」で見たように，かかる制度の導入に関しても導入を

断念するとした。

　ただし EC委員会は，2002 年 12 月に公表した EC企業結合規則改正草案に

おいて，同規則第 1条 4項を改正し，将来，同規則第 1条 3項を改正する可能

性を残している。すなわち本稿Ⅲ 1（ 1 ）「EC企業結合規則第 1条 3項に関す

る改正」で見たように，EC委員会は EC企業結合規則第 1条 4項を改正し，

EC委員会が，2007 年 7 月 1 日までに，同規則第 1条 2項と 3項に定める売上

高をはじめとした基準の適用状況を EC理事会に報告するとし，EC加盟国は，

EC委員会による報告ならびに同規則第 1条 5項に基づく提案に必要な統計上

のデータを，定期的に，EC委員会に提供するとしている。他方，EC委員会は，

EC企業結合規則第 1条 5項について改正提案を行なわず，従来から同規則第

1条 5項は，EC理事会が，EC委員会の報告と提案を受領後，特定多数決によ

り，同規則第 1条 3項の売上高をはじめとした基準を見直すことができると規

定していたことから，将来，2007 年 7 月 1 日以降に，同規則第 1条 3項が改

正される可能性を残すことになったのである。そして 2004 年の同規則改正に

おいては，EC企業結合規則第 1条 4項は，EC委員会の EC理事会に対する報

告期限が 2009 年 7 月 1 に変更された上，改正が実現している。

　このように，一方で，EC委員会は，EC企業結合規則第 1条 3項の改正問

題に関しては，将来，同規則第 1条 3項が改正される可能性を残しながら，

EC委員会の強制的な管轄権を認める「mandatory 3 ＋ system」についても，

また「optional 3 ＋ system」についても，同規則に導入することを断念した。

しかし他方で，EC委員会は，同規則第 1条 3項の改正に替えて，企業結合案

件について付託手続の体系的整備の方向，すなわち企業結合案件を EC加盟国
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から EC委員会に付託する手続と EC委員会から EC加盟国に付託する手続に

ついて，付託手続を体系的に整備する方向へと，大きく方向転換することになっ

た(281)。

　次に，EC委員会の見解が，EC企業結合規則第 1条 3項の改正から，企業

結合案件の付託手続を体系的に整備する方向へと，大きく方向転換した経緯に

ついて見ると，背景には，EC司法裁判所の第一審裁判所が，次の 3判決にお

いて，すなわち 2002 年 6 月の Airtours事件判決，同年 10 月の Schneider事件

判決と Tetra Laval判決において，いずれも EC委員会が企業結合を禁止した

決定を，EC委員会の立証が不十分であるとして無効としており，これらの 3

判決の影響もあったと考えることができるであろう(282)。

　詳述すれば，本稿Ⅱ（ 2）②③④で見たように，EC司法裁判所の第一審裁

判所は，2002 年 6 月 6 日の Airtours事件判決，同年 10 月 22 日の Schneider事

件判決，そして同年 10 月 25 日の Tetra Laval判決において，EC委員会が企業

結合を禁止した決定を，EC委員会の立証が不十分であるとして無効としたが，

そもそも EC委員会は，EC司法裁判所の第一審裁判所がこれらの 3判決を下

すに直前においては，前述のように企業結合当事者が，企業結合を複数の EC

加盟国に届け出ることによってワンストップショップの原則が脅かされている

として，そのような状況を改善するため，特に，EU企業結合規則第 1条 3項

の売上高基準を改正する必要があるとの見解をとっていた。敷衍すると，2000

年 6 月 28 日には，EC委員会は，EC企業結合規則旧第 1条 4項に基づいて，

EC理事会に対して報告書を提出した(283)。そして EC委員会は，報告書におい

て，1998 年 3 月から 1999 年末までに届出のあった 4,303 件の企業結合のうち

294 件の届出が 2カ国の EC加盟国に対して行なわれており，31 件が 3カ国の

EC加盟国に対して行われ，3件がそれ以上の EC加盟国に対して行なわれて

いると指摘し，これらの統計を根拠として，企業結合当事者が複数の EC加盟

国に企業結合案件を届け出ることを防止する必要があり，EC企業結合規則第
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1条 3項を改正する必要があるとの見解をとっていたのである(284)。これに対し

て，ECの主要加盟国であるドイツ，イギリス，フランスは，EC企業結合規

則第 1条が規定する「EC規模の企業結合か否かの基準」は良好に機能してい

るとして，EC企業結合規則第 1条 3項の改正に反対し，改正が必要なのは，

企業結合案件の付託制度を改善することであるとした(285)。しかし EC委員会

は，ECの主要加盟国の反対にもかかわらず，従来の見解を変えなかった。す

なわち EC委員会は，前述したように，2001 年 12 月に公表した緑書において

は，企業結合が同規則第 1条 2項と 3項を充足せず，企業結合当事者が，3カ

国以上の EC加盟国に企業結合を届け出る義務がある場合，自動的に ECの管

轄とし，EC委員会が審査するとした「mandatory 3 ＋ system」と呼ばれる強

制的な管轄制度を導入することを検討すべきであると提案したのである(286)。

このような EC委員会の提案に対しては，特に，ドイツ連邦カルテル庁が強く

反対するところとなった(287)。当時，連邦カルテル庁長官であったベゲ氏は，

そのような EC委員会に強制的な管轄権を認める制度は，もはや企業結合が

EC規模の企業結合か否かを検討するのではなく中央集権的な制度を志向する

ものであるとして，ECの一般原則である EC条約第 5条 2項の「補完性の原則」

に反し，容認し難い法的不安定性を招くと，強く批判していたのである(288)。

　上記のように，EC委員会は，2001 年 12 月の緑書においては，EC企業結合

規則第 1条 3項に EC委員会の強制的な管轄権を認める「mandatory 3 ＋ sys-

tem」を導入することを検討すべきとの強硬な態度をとっていたが，その後，

EC司法裁判所の第一審裁判所は 2002 年 6 月の Airtours 事件判決において，

また 2002 年 10 月の Schneider事件判決と Tetra Laval 判決において，EC委員

会が企業結合を禁止した決定を，EC委員会の立証が不十分であるとして無効

とし，さらに EC委員会における競争総局長が，2002 年 9 月に，アレクサン

ダー・シャウプ（Alexander Schaub）氏からフィリップ・ロウ（Philip Lowe）氏に

交代すると(289)，大きな方向転換が行なわれることになった。すなわち新たな
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競争総局長となったフィリップ・ロウ氏の下で作成された同年 9月 27 日のディ

スカッションペーパーを直接の契機として，従来の EC委員会の見解，すなわ

ち EC企業結合規則第 1条 3項の改正，すなわち EC委員会は，同規則第 1条

3項に「mandatory 3 ＋ system」という EC委員会に強制的な管轄権を認める

制度を導入して，企業結合案件に対する EC委員会の権限を拡大するという方

向から大きく方向転換することになったと，文献は指摘している(290)。

　文献の指摘を詳述すれば，EC委員会は「mandatory 3 ＋ system」という強

制的な管轄制度に替えて，前述したように，企業結合当事者が，企業結合を

EC加盟国に届け出るか，EC委員会に届け出るか選択権を有するとした「op-

tional 3 ＋ system」という制度を検討することになり，また同規則の管轄に関

する規定の改正に関しては，改正の重点が，企業結合案件の付託手続を緩和す

ること，特に，企業結合当事者が企業結合を届け出る以前に，企業結合案件を

EC加盟国あるいは EC委員会に付託することのできる手続の導入に移ること

になった(291)。文献は，EC委員会が 2002 年 12 月に公表した EC企業結合規則

改正草案は，前述の 2002 年 9 月 27 日のディスカッションペーパーに実質的に

依拠したと指摘するが(292)，EC委員会は，2002 年 12 月の同規則改正草案にお

いて，管轄に関する規定の改正について，「optional 3 ＋ system」という制度

を検討した結果，結局，この制度の導入も断念し，他方で，同規則第 1条 3項

の改正を断念する替わりに，企業結合案件の付託手続を体系的に整備すると述

べたのである。

　以上のように，2004 年の EC企業結合規則改正における管轄に関する規定

の改正については，2002 年に，EC司法裁判所の第一審裁判所が下した 3判決

が，EC委員会の企業結合禁止決定を，EC委員会の立証が不十分であるとし

て無効としたこと，ならびに同年 9月の競争総局長の交代を背景として，管轄

に関する規定を改正するに当たっての重点が，企業結合案件の付託手続を緩和

することに移ったと考えることができる。そして EC委員会が 2002 年に公表
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した EC企業結合規則改正草案は，本稿Ⅲ 1（ 1 ）「EC企業結合規則第 1条 3

項に関する改正」で見たように，同規則の管轄に関する規定の改正に当たって

は，付託手続の体系的な整備が，主要な 2つの改正目的，すなわち①企業結合

案件の管轄を EC委員会と EC委員会に最適に配分する，②企業結合を複数の

EC加盟国に届け出る事例を減少させるためワンストップショップを推進す

る，という 2つの主要な改正目的を達成するに当たり，最も有効な手段である

とした(293)。また EC委員会は，EC企業結合規則第 9条と第 22 条の付託手続

に依拠しながら，その手続を改善し，企業結合当事者が企業結合案件を競争当

局に届け出る以前の付託手続を加えることにより，同規則第 1条 2項ならびに

3項所定の売上高基準に基づいて企業結合案件の管轄を定める制度に対して，

効果的な微調整を行なうことができるとしている(294)。

　EC委員会の EC企業結合規則改正草案は，以上のような経緯をたどりなが

ら，一部修正の上，2004 年の同規則改正において，改正法として成立するに至っ

ている。

　因みに 2004 年の同規則改正においては，同規則の立法理由を述べた前文の

12 は，EC委員会が 2002 年に公表した EC企業結合規則改正草案の前文 11 に

対応して，企業結合当事者が，1つの企業結合案件を複数の EC加盟国に届け

出ることは，「法的安定性を低下させるとともに，当該事業者が費やす労力費

用を増大させ，また EC加盟国により矛盾した審査結果をもたらす可能性があ

る」としている(295)。また EC企業結合規則の前文 11 は，EC委員会が 2002 年

に公表した EC企業結合規則改正草案の前文 13 に対応して，企業結合案件の

付託に関する規則は，「補完性の原則に照らして，管轄を効果的に変更するも

のでなければならず，また EC加盟国の競争上の利益を適切な方法で保護し，

法的安定性とワンストップショップを十分に考慮するものでなければならな

い」としている(296)。
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（b）2004年改正の概要

　2004 年の EC企業結合規則改正について，企業結合案件における付託手続

の体系的整備を見ると，2004 年の EC企業結合規則改正においては，次のよ

うな改正が中心となっている。

　第 1に，EC企業結合規則第 4条は，2004 年の EC企業結合規則改正におい

て，企業結合案件の付託手続を緩和するために新たに設けられた規定であり，

企業結合当事者が，企業結合を届け出る以前において，企業結合案件を EC加

盟国あるいは EC委員会に付託する手続を定めている。第 2に，従来から企業

結合案件の付託手続を定めていた 2つの規定，すなわち企業結合当事者が，企

業結合を EC委員会に届け出た以後において，EC委員会が企業結合案件を EC

加盟国に付託する手続を定めた EC企業結合規則第 9条について，また同様に，

企業結合当事者が，企業結合を単一または複数の EC加盟国に届け出た以後に

おいて，単一または複数の EC加盟国が企業結合案件を EC委員会に付託する

手続を定めた同規則第 22 条について，それぞれ要件の簡素化を行なった。す

なわち従来，EC企業結合規則第 9条 2項（ａ）は，企業結合を EC加盟国に

付託する要件として，企業結合が，EC加盟国国内の個別市場において，「有

効な競争を著しく阻害する支配的地位の形成または強化をもたらすおそれ」が

ある場合を掲げ，同規則 22 条 3 項も，企業結合を EC委員会に付託する要件

として，次の場合，すなわち企業結合が EC加盟国間の通商に影響を与え，か

つ EC加盟国の 1つまたは複数の領域において「有効な競争を著しく阻害する

支配的地位の形成または強化をもたらすおそれ」がある場合を掲げていたが，

同規則の 2004 年改正においては，後述する本稿Ⅲ 3「実体法上の規制基準等

の改正」で詳しく見るように，同規則第 2条 2項ならびに 3項所定の「支配的

地位の形成または強化」という企業結合の実体法上の規制基準について，その

規制基準が，「支配的地位の形成または強化」という基準から「有効な競争の

著しい阻害」を中心とした基準に改正されたことから，かかる実体法上の規制
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基準の改正に合わせて，同規則第 9条 2項（ａ）と同規則 22 条 3 項から「有

効な競争を著しく阻害する支配的地位の形成または強化をもたらすおそれ」と

いう要件を削除して，この要件を「競争に顕著な影響を与えるおそれ」という

要件に置き換えており，要件を簡素化している。

　もっとも企業結合案件の体系的整備は，前述のように，EC企業結合規則第

1条 3項の改正が行なわれなかったことから，企業結合案件の管轄を，同規則

第 1条 2項ならびに 3項所定の売上高基準に基づいて定める従来の制度に対し

て，微調整を行なうものにすぎなかった。そして EC委員会は，そのような微

調整の枠内で，付託手続の体系的整備が，EC委員会と EC加盟国の双方向の

付託手続に関するものであり，EC委員会と EC加盟国の双方の利益について

十分なバランスをとるものと位置づけたのである。

　次に，2004 年の EC企業結合規則改正に関し，企業結合案件の付託手続を，

EC委員会と EC加盟国の関係に重点を置いて詳しく見ると，まず EC委員会

から EC加盟国への企業結合案件の付託に関しては，EC企業結合規則第 9条

5項が，EC委員会が所定の期間内に企業結合案件を EC加盟国に付託する決

定を行なわない場合，EC委員会が付託の決定を行なったものとみなすとして

いる。また EC企業結合規則第 4条 4項は，EC加盟国が，所定の期間内に，

企業結合案件を EC加盟国に付託することに不同意であるとの意思表明を行な

わない場合，EC加盟国への付託に同意したとみなすという意味において non-

opposion procedureを設定している。他方，EC加盟国から EC委員会への企業

結合案件の付託に関しては，EC企業結合規則第 4条 5項が，EC加盟国が所

定の期間内に，企業結合案件を EC委員会に付託することに不同意であると意

思表明を行なわない場合，EC加盟国への付託に同意したとみなすという意味

において non-opposion procedureを設定しているのに対して，同規則第 22 用 2

項は，EC加盟国が，企業結合案件を EC加盟国から EC委員会に付託するこ

とについて，EC委員会に共同付託請求できると規定したが，EC加盟国が共
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同付託請求に参加するかしないかについて意思表明を行なわない場合，共同付

託請求に参加することに同意したとみなすという non-opposion procedureを導

入していない。EC企業結合規則第 22 条 2 項においては，EC加盟国の意思表

明がない場合，企業結合案件の EC委員会への付託は行なわれないことになっ

たのである。

　このように EC委員会が 2002 年の EC企業結合規則草案で提案した non-op-

posion procedureは，2004 年の同規則改正において，同規則第 22 条 2 項に導

入されなかったが，その背景には，次のようなドイツ連邦カルテル庁の反対が

あった。

　詳述すると，EC委員会は，前述のように，2002 年に公表した EC企業結合

規則改正草案において，同規則第 1条 3項を改正して，EC委員会に強制的な

管轄を認める「mandatory 3 ＋ system」という制度を導入するという提案を行

ない，この提案に対して，ドイツ連邦カルテル庁は，ECの一般原則である

EC条約第 5条 2項（現 EU条約第 5条）の「補完性の原則」を重視する観点か

ら強く反対したが，ドイツ連邦カルテル庁は，本稿Ⅲ 1（ 4 ）②（ａ）「ドイ

ツ連邦カルテル庁長官の見解」において詳しく述べるように，同規則第 22 条

2 項についても，すなわち企業結合当事者が企業結合を EC加盟国に届け出た

以後において企業結合案件を EC加盟国から EC委員会に付託する手続を規定

する同規則第 22 条 2 項についても，EC委員会の non-opposion procedureを導

入するという提案に反対した(297)。すなわちドイツ連邦カルテル庁は，そのよ

うな提案が，前述した「mandatory 3 ＋ system」を，形を変えて再度，提案し

たものにすぎず，EC委員会に強制的な管轄権を認めるものであり，前述の「補

完性の原則」に反するとし，EC委員会の提案に反対している(298)。2004 年の

EC企業結合規則改正における企業結合案件の付託手続に関する改正は，この

ようなドイツ連邦カルテル庁の反対を経て，EC企業結合規則第 22 条 2 項に

おいても，企業結合案件に対する EC加盟国の権限を厚く保護する形になった
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のである。

　なお EC委員会は，2005 年に，EC企業結合規則第 4条 4項，第 5項，同規

則第 9条ならびに第 22 条が規定する企業結合案件の付託手続に関して，「企業

結合の付託手続に関する告示」を公表している(299)。

　次に，EC企業結合規則第 3条の改正を中心として，同規則の適用対象とな

る企業結合概念に関する改正を見ると，まず同規則の適用対象となる企業結合

概念を定義する第 3条については，特に大きな変更はなく，主に同規則第 3条

1項が改正されて，企業結合による「継続的な支配の変更」という基準が明記

され，同規則の適用対象となる企業結合概念が従来よりも明確となった。また

EC企業結合規則の立法理由を述べた前文の 23 に記載されていた「継続的な

支配の変更」という基準は，前文の 23 から前文の 20 に移されて記載された。

また前文の 20 は，EC企業結合規則の適用対象となるジョイント・ベンチャー

について述べるとともに，た複数取引のうち証券取引について述べ，EC企業

結合規則が広く事業者の複数取引を規制する方向性が，一応，明確になったと

いうことができる。さらに，その後，EC委員会は，2007 年に公表した「EC

企業結合規制の管轄に関する包括的な告示」を，1998 年に公表した「企業結

合概念に関する告示」によって改訂しているが，EC委員会の 2007 年告示は，

EC企業結合規則第 3条 1項と同規則の前文 20 を根拠として，企業結合によ

る「継続的な支配の変更」という基準との関連で，事業者の複数取引について

も解説している。

　しかし本稿Ⅲ 1（ 3）「EC企業結合規則第 3条に関する改正」で言及したよ

うに，EC委員会が 2002 年の EC企業結合規則草案において行なった提案のう

ち，前記（ 2 ）「複数取引の規制に関する改正提案」に関しては，（2‒1）「EC

企業結合規則第 3条 4項の新設」についても，（2‒2）「EC企業結合規則第 5

条 2項 2文の改正」についても，同規則の 2004 年改正において，改正法とし

て実現するに至らなかった。また，EC委員会の 2001 年緑書は，特に企業グルー
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プの概念に関して，EC企業結合規則第 3条 3項の改正を検討するように提案

し，またベンチャー・キャピタルの取引に関して，同規則第 3条 5項の改正を

検討するよう提案していたが，EC委員会は，すでに 2002 年の同規則改正草

案の段階において，これらの提案を改正草案として提案しておらず，これらの

提案に関して，同規則第 3条 3項ならびに 5項が改正されることはなかった。

②　2004年改正の評価

　EC委員会は，本稿（ 4 ）①「2004 年改正の経緯と概要」で見たように，

EC司法裁判所の第一審裁判所が 2002 年に下した 3判決において，EC委員会

が企業結合を禁止した決定を，EC委員会の立証が不十分であるとして無効と

したこと，ならびに同年 9月の競争総局長の交代を背景として，2004 年の EC

企業結合規則改正においては，同規則第 1条 3項の改正ではなく，企業結合案

件の付託制度を整備する改正を行なったと指摘できるが，他方，このような改

正は，当初から同規則第 1条 3項の改正に反対してきた ECの主要な加盟国で

あるドイツ，イギリス，フランスの意向に，基本的に沿うものであったという

ことができる。

　次に，EC企業結合規則が 2004 年に改正された当時，ドイツ連邦カルテル

庁長官であり，同規則の改正に大きな影響を与えたベゲ氏が，同規則の管轄に

関する規定の改正について，どのように評価したか見る(300)。

（a）ドイツ連邦カルテル庁長官の見解

　EC企業結合規則の 2004 年改正が行なわれた当時，ドイツ連邦カルテル庁

長官であったベゲ氏は，同規則の改正過程においては，EC委員会が行なった

改正提案を批判したが，2004 年に実施された同規則の管轄に関する規定の改

正に対しては，以下のように，基本的に，肯定的な見解を述べている。

　第 1に，EC企業結合規則の 2004 年改正において，同規則の規制対象とな
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る企業結合念を定義する第 3条を中心に，企業結合概念に関連する規定が改正

された点について見ると，ベゲ氏は，改正を，次のように肯定的に評価してい

る。すなわち EC企業結合規則第 3条においては，大きな変更はなく，主に同

規則第 3条 1項が改正され，企業結合による「継続的な支配の変更」という基

準が明記されるに止まったが，2002 年に公表した EC委員会の同規則改正草

案が，EC企業結合規則第 3条に第 4項を新設して，複数取引に関する一般的

な規定を設け，複数取引を 1つの企業結合として取り扱うよう提案した点につ

いて，ベゲ氏は，そのような改正提案が，2004 年の同規則改正において実現

せず，同規則第 3条 4項を新設する替わりに，同規則の前文 20 が，複数取引

を規制する可能性を示唆するに止まったことを歓迎するとしている(301)。ベゲ

氏は，その理由について，次のように述べている。

　まず EC委員会が新設を提案した EC企業結合規則第 3条 4項については，

同規則第 3条 4項が，事業者の複数取引を広範に規制するものであるが，ベゲ

氏は，そのような広範な一般的な規定が必要か否かは，EC委員会が同規則第

1条ならびに第 3条に該当する企業結合に対して排他的な管轄権を有するとい

うワンストップショップの原則に照らして検討すべきであるとし，たとえ新た

な同規則第 3条 4項が EC委員会におけるワンストップショップの原則と調和

するとしても，法的安定性を著しく害すると批判した(302)。特に，ベゲ氏は，

実務上，新たな EC企業結合規則第 3条 4項の適用可能性は，不明確であると

して，事業者の複数取引のうち，どの取引が，経済的に相互に密接に関連し，

全体として一つの企業結合と取り扱うかについては，判断することが難しいと

指摘し(303)，また EC加盟国が，国内の独占禁止法において，問題のない企業

結合として許容される取引が，EC委員会によって，1つの企業結合の一部と

して審査され，禁止される危険性があると指摘する(304)。そして EC委員会が

提案した EC企業結合規則改正草案の第 3条 4項には，同規則第 5条 2項 2文

に規定されているような「2年以内に行なわれる複数取引」という時間的限定
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もないことから，ベゲ氏は，問題となる複数取引が何か，要件事実を特定する

ことが，一層，困難であると批判して，同規則第 3条 4項が，2004 年の同規

則改正において新設されなかったことを歓迎するとしている(305)。

　第 2に，ベゲ氏は，EC企業結合規則第 1条 3項の改正問題に関して，次の

ような見解を述べる。すなわち EC委員会の競争総局は，EC企業結合規則第

1条 2項と 3項に規定された EC規模の売上高について，その数値の引き下げ

を検討したものの，すぐに EC加盟国は強く反対したが，ベゲ氏はその理由に

ついて，当時の経済状況がインフレであることに起因して，すでに実質的に売

上高の数値が著しく低下していたからであるとする(306)。すなわちベゲ氏は，

企業結合当事者が企業結合を EC委員会に届け出る件数が，1999 年には 292

件であったものが，2000 年には 345 件，2001 年には 335 件に増加しており，

さらに同規則第 1条 2項と 3項に規定された売上高の数値を引き下げると，届

出件数の一層の増加を招き，EC委員会に大きな負担を課すことになるとす

る(307)。またベゲ氏は，すでに EC委員会の管轄となる企業結合が，1つまたは

複数の EC加盟国に及ぶ事例も顕著に増加しており，それらは当該 EC加盟国

によって審査されることが適切であったとして，もしも EC企業結合規則第 1

条 2項と 3項に規定された EC規模の売上高について，その数値を引き下げる

ならば，企業結合が ECの特定の加盟国や地域に影響を及ぼすにとどまる事例

のうち，より多くの事例が EC委員会の管轄となるとして，同規則第１条２項

と３項に規定された売上高の数値を引き下げることによって企業結合の管轄を

定めることは避けるべきとしている(308)。もっともベゲ氏は，企業結合当事者

の全世界での売上高が，合計して，同規則第 1条 2項所定の 50 億ユーロを超

えないが，ECにおける競争に影響を与えるという企業結合事例については，

かかる事例少なくないとして，EC企業結合規則の改正においては，同規則第

2条と 3項の改正ではなく，従来よりも企業結合の実態に即した柔軟なシステ

ム，すなわち企業結合の審査が，EC加盟国であれ，EC委員会であれ，最も
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適切な競争当局によって審査されるという実態に即した柔軟なシステムを作る

ことが重要であるとし(309)，2004 年の EC企業結合規則改正においては，企業

結合の付託手続が体系的に整備されたことで，おおむね現実的で柔軟なシステ

ムを作ることができたと評価している(310)。

　第 3に，EC企業結合規則の 2004 年改正において，企業結合案件の付託手

続が体系的に整備された点については，ベゲ氏は，特に，次のような見解をとっ

た。

　まず 2004 年の EC企業結合規則改正において行なわれた付託手続の体系的

整備を，同規則第 22 条について見ると，ベゲ氏は，従来，EC加盟国が企業

結合案件を EC加盟国から EC委員会に付託する手続を定めた同規則第 22 条

が適切であったか否かについて，次のように述べる(311)。すなわち EC企業結

合規則第 22 条については第 3項が 1997 年に改正され，企業結合当事者が，企

業結合を複数の EC加盟国に届け出た場合，EC加盟国は，同規則第 22 条 3 項

に基づき，共同して，当該企業結合案件を EC加盟国から EC委員会に付託請

求することが可能となったが，ベゲ氏は，同規則第 22 条 3 項に基づく付託は

ほとんどなく，同規則第 22 条 3 項は有効ではなかったと指摘して，EC委員

会が 2001 年に公表した緑書と同じく，同規則における企業結合事案の付託制

度を見直す必要があるとした(312)。しかしベゲ氏は，企業結合案件の管轄に関

しては，本稿Ⅲ 1（ 4 ）①「2004 年改正の経緯と概要」で言及したように，

EC委員会の緑書が提案するような「mandatory 3 ＋ system」の導入，すなわ

ち企業結合が同規則第 1条 2項と 3項を充足せず，企業結合当事者が，3カ国

以上の EC加盟国に企業結合を届け出る義務がある場合，自動的に ECの管轄

とし，EC委員会が審査するとして，EC委員会に強制的な管轄権を認める

「mandatory 3 ＋ system」という制度を，EC企業結合規則第 1条 3項に替え

て導入する提案に，ドイツ連邦カルテル庁長官として強く反対している(313)。

なぜならベゲ氏は，そのような強制的な制度は，もはや企業結合が EC規模の
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企業結合か否かを検討するのではなく中央集権的な制度を導入しようとするも

のであるとして，ECの一般原則である EC条約第 5条 2項（現 EU条約第 5条）

の「補完性の原則」に反し，容認し難い法的不安定性を招くと考えたからであ

る(314)。そしてベゲ氏は，EC委員会が 2002 年に公表した EC企業結合規則の

改正草案における同規則第 22 条 2 項に対しても，次のように批判している。

　詳述すれば，本稿Ⅲ 1（ 2 ）②「EC企業結合規則第 22 条の改正」で見たよ

うに，EC委員会は 2002 年に公表した EC企業結合規則改正草案において，企

業結合案件の共同付託請求は，同規則第 22 条 3 項ではなく，同規則第 22 条 2

項において規定するよう提案したが，その際，EC委員会は，同規則第 22 条 2

項に関しては，EC加盟国が共同付託請求に参加するかしないかについて意思

表明を行なわない場合には，企業結合案件を EC加盟国から EC委員会に共同

付託請求に参加することに同意したとみなす non-opposion procedureを導入す

るよう提案した。これに対して，ベゲ氏は，non-opposion procedure を導入す

る提案は，前述した「mandatory 3 ＋ system」を，形を変えて再度，提案した

ものであるとし，EC委員会に強制的な管轄権を認めるものであり，前述した

ECにおける補完性の原則に反するとして，non-opposion procedureの導入に反

対したのである(315)。またベゲ氏は次のように述べる。すなわち企業結合当事

者が，企業結合を複数の EC加盟国に届け出る場合の届出数の多少により，企

業結合が EC規模を有するか，複数の EC加盟国に及ぶか，地域的な市場に及

ぶにすぎないか否か，について情報が得られるわけではないとし，また企業結

合が主たる影響を特定の EC加盟国に及ぼし，他の EC加盟国に対しては僅か

の影響しか及ぼさない場合，容易に考えられるのは，企業結合に僅かにかかわ

るに過ぎない 3カ国の EC加盟国が，当該企業結合を審査することに関心がな

いことから，企業結合を EC加盟国から EC委員会に付託することであるとし

て，重要なのは，企業結合が，主たる影響を，特定の EC加盟国の競争に及ぼ

す場合，当該 EC加盟国が，実際に，企業結合を付託する決定を下すことがで
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きるということであり，当該 EC加盟国が，企業結合の審査権限を有すること

であると述べている(316)。

　このように，ベゲ氏は，EC委員会が 2002 年に公表した EC企業結合規則の

改正草案における同規則第 22 条 2 項に対しても，ECにおける補完性の原則

の観点から反対したが，最終的に，EC企業結合規則の 2004 年改正において，

同規則第 22 条 2 項に前記のような non-opposion procedureが導入されなかっ

たとして、この点を肯定的に評価している(317)。

　次に，2004 年の EC企業結合規則改正において行なわれた付託手続の体系

的整備を，同規則第 4条について見ると，前述のように，新たに規定された同

規則第 4条は，企業結合当事者が，企業結合を届け出る以前に関しては，同規

則第 4条条 4項が企業結合案件を EC加盟国に付託する手続について規定し，

同規則第 4条 5項が企業結合案件を EC委員会に付託する手続について規定し

ているが，いずれも non-opposion procedureを導入している。ベゲ氏は，特に

EC企業結合規則第 4条 5項に言及し，本来，企業結合案件の届出が行なわれ

るべき EC加盟国は，当該企業結合案件の付託に不同意を表明することができ

るのであり，EC加盟国の 1カ国が不同意を表明すれば，企業結合案件の EC

加盟国から EC委員会の届出は認められないことから，EC加盟国は拒否権を

有することになるとし，ECにおける補完性の原則からも妥当であるとの見解

を述べている(318)。また，そもそも企業結合の結果，1つの EC加盟国の領域を

越えて競争が阻害される場合，企業結合当事者が，企業結合の届出前に，当該

企業結合案件を EC委員会に届け出ることは適切であると，肯定的に評価して

いる(319)。

　そしてベゲ氏は，最終的に，2004 年の EC企業結合規則改正において，企

業結合案件の付託手続が体系的に整備されたことについて，これを肯定的に評

価し，EC委員会の 2001 年緑書に対する批判や，2002 の同規則改正草案に対

する批判を十分に考慮したと述べている(320)。
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　詳述すれば，EC企業結合規則第 22 条において，EC加盟国の意見の表明が

ない場合は企業結合案件の付託に同意したとみなす Non-opposion Clauseを導

入する問題に関しても，また企業結合を EC加盟国の 3か国以上に届け出る場

合についても，改正法においては，批判を考慮した結果，当初の EC委員会の

提案の形で実現することはなく，いずれの加盟国も，企業結合案件の付託手続

に関して拒否権を持つことになったとして，特に ECの一般原則である補完性

の原則の観点から，肯定的に評価している(321)。また 2004 年の EC企業結合規

則改正においては，前述のように，同規則第 9条 2項（ａ）と同規則 22 条 3

項から，「有効な競争を著しく阻害する支配的地位の形成または強化をもたら

すおそれ」という要件が削除され，この要件が「競争に顕著な影響を与えるお

それ」という要件に置き換えられており，要件が簡素化されているが，この点

についても，ベゲ氏は，2004 年の同規則改正における付託手続の体系的整備

においては，関連規定の実体法上の要件をできる限り簡素化するという当初の

目的が，十分に達成できなかったかもしれないと指摘しながら，付託手続の体

系的整備は，従来の状況を顕著に改善したと述べている(322)。

　以上のように，2004 年に EC企業結合規則が改正された当時，ドイツ連邦

カルテル庁長官であったベゲ氏は，同規則の管轄に関する規定の改正について，

EC委員会の管轄に関する改正提案を，特に，ECの補完性の原則，ワンストッ

プショップの原則，要件事実の特定という観点から批判するが，他方で，企業

結合案件の付託手続が，2004 年の同規則改正において体系的に整備された点

については，企業結合案件の管轄を EC委員会と EC加盟国に柔軟かつ予測可

能に配分するという要請に沿うものであり，また EC委員会の提案に対する批

判を十分に考慮し，従来の不十分な状況を大きく改善したとして，高く評価し

ている(323)。

　次に，EC委員会が，2009 年に EC企業結合規則第 1条 4項に基づいて EC

理事会に提出したレポートにおいて，2004 年に行なわれた同規則の管轄に関
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する規定の改正について，その評価を見る。

（b） EC委員会の 2009年レポート

　2004 年の EC企業結合規則改正により，本稿Ⅲ 1（ 1）「EC企業結合規則第

1条 3項に関する改正」で見たように，同規則第 1条 4項は改正され，EC委

員会は，2009 年 7 月 1 日までに，同規則第 1条 2項と 3項の運用状況を EC

理事会に報告した後，同規則第 1条 5項に基づいて，同規則第 1条 3項の売上

高をはじめとした基準の見直しを EC理事会に提案することが可能となった。

　その後，EC委員会は，2008 年 10 月 28 日に，EC企業結合規則の見直しに

関するパブリックコメントを求めた(324)。そして EC委員会は，2009 年 6 月 18

日に，EC理事会に対して，EC企業結合規則第 1条 4項と第 4条 6項に基づ

いたレポート(325) を，EC委員会のスタッフ・ワーキングペーパー(326)とともに

提出した。従って，今後，EC委員会は，EC企業結合規則第 1条 5項に基づき，

同規則第 1条 3項の売上高をはじめとした基準の見直し，ならびに同規則第 4

条 6項に基づき，同規則第 4条 4項・5項の見直しを，EC理事会に対して提

案する可能性があるが，本稿を執筆した 2009 年 12 月現在において，EC委員

会は改正提案を行なっていない。

　2004 年の EC企業結合規則年改正において，企業結合案件の管轄に関する

規定の改正は，同規則第 1条 2項ならびに 3項所定の売上高基準に基づいて企

業結合案件の管轄を定めることを原則としながら，その原則を，企業結合案件

の付託手続を整備することによって修正する形をとっているが，EC委員会の

2009 年レポートは，調査の結果，このような管轄に関する規定の改正が，企

業結合案件を，ECレベルの案件と EC加盟国レベルの案件に分類するための

適切な法的枠組であると評価している(327)。またこの法的枠組は，前述したよ

うに，2つの改正目的，企業結合案件の管轄を EC委員会と EC委員会に最適

に配分する目的と，EC委員会が同規則第 1条ならびに第 3条に該当する企業
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結合に対して排他的な管轄権を有するという意味でのワンストップショップの

原則を推進するという 2つの目的を持っているが，EC委員会の 2009 年レポー

トは，この法的枠組において，2つの目的を考慮しながら，ECレベルの企業

結合案件を，EC加盟国レベルの企業結合案件から区別することが，多く事例

において，有効に行なわれてきたと肯定的に評価している(328)。しかし EC委

員会の 2009 年レポートは，EC企業結合規則の 2004 年の改正において，「管

轄に関する規定の改正」が成功であったとする一方，改正後の現在の状況につ

いては，さらに多くの点で改善の余地があるとした(329)。

　次に，EC委員会の 2009 年レポートを詳しく見ると，まず，EC委員会の

2009 年レポートは，前述の法的枠組が，企業結合案件の管轄の配分するに当

たって，次のように満足できるものであったと評価している(330)。

　第 1に，EC委員会の 2009 年レポートは，EC企業結合規則第 1条 2項と 3

項に規定された「3分の 2ルール」に基づいて，すなわち企業結合が，同規則

第 1条 2項（ａ）（ｂ）を満たす場合，または同規則第 1条 3項（ａ）～（ｄ）

を満たす場合であっても，企業結合当事者のそれぞれが，EC域内の全売上高

の 3分の 2を超える部分を，同一の EC加盟国で得ていない場合に，企業結合

は同規則の適用対象となるというルールに基づいて，2001 年から 2008 年の期

間において，少なくとも 126 件の企業結合が同規則の適用対象となったとし

た(331)。そして EC委員会の 2009 年レポートは，126 件の企業結合という数字

は，当該期間において EC加盟国の適用対象となった 2万 6000 件の企業結合

と比較すると僅少であるとし，また「3分の 2ルール」は，その大半が，広い

市場を有する主要な EC加盟国の国内において計画された企業結合の事例に適

用されており，「3分の 2ルール」により，企業結合の影響が複数の EC加盟

国に及んで企業結合が同規則の適用対象となるか否かを，適切に判断すること

ができたと述べている(332)。

　第 2に，2004 年の EC企業結合規則改正において，企業結合当事者が企業
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結合を届け出る以前の付託手続として同規則第 4条が新設されたが，EC委員

会の 2009 年レポートは，同規則第 4条が，ECにおける企業結合規制に関して，

効率性，柔軟性のレベルを顕著に上昇させたとし，同規則第 4条の新設により，

前述した「管轄に関する規定の改正」における 2つの改正目的に沿った管轄の

配分，すなわち管轄を EC委員会と EC委員会に最適に配分する目的と，ワン

ストップショップの原則を推進するという 2つ目的に沿って，企業結合案件の

管轄を EC加盟国と EC委員会に配分することに，大きな改善があったとす

る(333)。また EC委員会の 2009 年レポートは，EC企業結合規則第 4条の新設

によって，企業結合当事者は，1つの企業結合を複数の EC加盟国に届け出て，

複数の EC加盟国の手続を進行させることにより，矛盾する結論を導く事態を

防止して，適切な競争官庁が当該企業結合案件を処理することを可能にしたと

述べて(334)，同規則第 4条の適用実務が，本稿Ⅲ 1（ 4 ）①（ａ）「2004 年改正

の経緯」で見た同規則改正の立法趣旨に沿って，すなわち同規則の前文 11 と

12 において言及した立法趣旨に沿って行なわれてきたことを，強く示唆して

いる。

　EC委員会の 2009 年レポートによれば，2004 年から 2008 年の期間におい

て，複数の EC加盟国に係属する可能性があった 1000 件の企業結合案件のう

ち，150 件が，同規則第 4条 5項の新設により，複数の EC加盟国に企業結合

を届け出る必要がなくなり，EC委員会に届出が行なわれたとして，届出に関

する手続の負担を減少させることができたとする(335)。また EC委員会の 2009

年レポートは，新設された EC企業結合規則第 4条 4項に基づく付託申請の結

果，EC委員会から EC加盟国に管轄が変更された企業結合案件は 40 件であり，

付託請求が EC加盟国によって拒否されたのは 1件であったとし，他方，新設

された同規則第 4条 5項に基づいて，企業結合案件を EC加盟国から EC委員

会に付託する請求が，EC加盟国によって拒否されたのは，4件に止まったと

している(336)。
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　第 3に，EC委員会のレポートは，2004 年の EC企業結合規則改正において，

同規則第 4条が企業結合の届出以前の付託手続として新設された後において

も，企業結合の届出以後について付託手続を規定する第 9条と第 22 条は，EC

加盟国または EC委員会のイニシアティブで行なわれる柔軟な付託手続であ

り，依然として，利用価値があるとしている(337)。

　しかし EC委員会の 2009 年レポートは，2004 年の「管轄に関する規定の改

正」を，基本的に肯定的に評価しながら，他方で，前述のように，2004 年の

改正については，多くの点で改善の余地があるとしている(338)。

　そこで，EC委員会の 2009 年レポートが指摘する改善の余地について見る

と，EC委員会の 20009 年レポートは，2004 年の EC企業結合規則における「管

轄に関する規定の改正」が，次のように不十分であると批判し，今後，改善す

る余地があるとしている。

　最初に，EC委員会の 2009 年レポートは，EC企業結合規則第 1条 2項と 3

項の売上高基準を批判し，今後，改善の余地があるとする。すなわち EC委員

会のレポートは，2007 年のデータにおいては，EC加盟国の 2カ国以上に企業

結合を届け出た企業結合案件が少なくとも 240 件，EC加盟国の 3カ国以上に

企業結合を届け出た企業結合案件が，少なくとも 100 件あり，それについて

EC加盟国は 360 件以上の調査を並行して行なう結果となったと指摘する(339)。

また EC委員会の 2009 年レポートは，EC加盟国の 3カ国以上に届け出る必要

のある企業結合は，圧倒的に多くが，関連市場を，1つの EC加盟国を超えた

複数の EC加盟国市場や地域としており，企業結合の市場に対する影響は，1

つの加盟国を超えて及ぶにもかかわらず，EC企業結合規則の適用対象となら

なかったと述べ，EC加盟国の 3カ国以上に届出が行なわれた企業結合案件の

うち約 6％が，EC加盟国の独占禁止法と抵触する可能性があるとのデータを

紹介して，複数の EC加盟国が，並行して企業結合を審査する結果，相互に矛

盾する審査結果となる危険性があると警告している(340)。そして EC委員会の
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2009 年レポートは，同規則第 1条 2項と 3項の売上高基準に関しては，ワン

ストップショップを推進するという観点から，さらに改善する余地があるとの

結論を導いている(341)。

　また EC委員会の 2009 年レポートは，2004 年に改正された EC企業結合規

則の適用という観点とは別に，ECの市場全域において同一の競争条件を確保

するという目的を十分に達成するという観点から，次のようなパブリックコメ

ントを紹介している(342)。それは，企業結合を規制するための EC加盟国の国

内法が，EC加盟国により異なる点について，EC加盟各国の国内法を平準化し，

EC加盟国の国内法が EC独占禁止法に対して有する差異を縮小させて，企業

結合当事者が，1つの企業結合案件を複数の EC加盟国に届け出ることから生

ずる困難を少なくするよう考慮すべきであるとのパブリックコメントであ

る(343)。

　次に，EC委員会の 2009 年レポートは，前述した EC企業結合規則第 1条 2

項と 3項に規定された「3分の 2ルール」を批判し，今後，改善の余地がある

とする。すなわち EC委員会の 2009 年レポートは，前述したように，EC委員

会が「3分の 2ルール」を適用したのは相対的に僅かの企業結合事例にすぎな

かったものの，EC加盟国は，その大半の事例に対して，適切に「3分の 2ルー

ル」を適用したと評価するが，他方，EC委員会が「3分の 2ルール」を適用

した結果，EC委員会ではなく EC加盟国の競争当局が管轄を有するとした企

業結合案件についても，少数ながら，企業結合が複数の EC加盟国に影響をお

よぼす可能性があることから，EC企業結合規則の適用対象とすべき案件が

あったとした(344)。EC委員会の 2009 年レポートは，従来，そのような事例には，

公益（public interest）を考慮することで対処したとするが，望ましいのは，い

ずれの競争当局が企業結合を審査するにせよ，ヨーロッパ連合の全域で企業結

合規制を実施することにより競争を保護することであるとし，かかる観点から

すれば，EC企業結合規則第 1条 2項と 3項に規定された「3分の 2ルール」は，
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改善に値するとしている(345)。

　次に，EC委員会の 2009 年レポートは，企業結合当事者が企業結合を届け

出る以前の付託手続である同規則第 4条を批判して，同規則第 4条の付託手続

の利用者から，手続が時間を要し煩瑣であると指摘されていると述べ，これが

主たる原因となって，多くの事例において付託手続が利用されてこなかったと

指摘する(346)。そして EC委員会の 2009 年レポートは，前述したような，企業

結合当事者が，企業結合を複数の EC加盟国に届け出た件数に関するデータを

基礎とし，また EC企業結合規則第 4条 5項の付託手続の利用者の指摘を重視

するならば，今後，もっと多くの事例において，同規則第 4条 5項の付託手続

が利用され，EC委員会におけるワンストップショップが推進される可能性が

あり，また同規則第 4条 4項の付託手続についても，今後，より多く利用され

る可能性があるとしている(347)。

　さらに敷衍して，EC委員会の 2009 年レポートは，EC企業結合規則第 4条

5項の付託手続を利用する者の多くが，次のような見解を持っていると指摘す

る。

　詳述すれば，EC企業結合規則第 4条 5項によれば，企業結合当事者が EC

委員会に対して企業結合の付託を申請した後，EC委員会が企業結合当事者の

申請書を，すべての EC加盟国に送付し，他方，EC加盟国は，国内独占禁止

法に基づいて当該企業結合案件を審査する権限を有する場合，いずれの EC加

盟国も，申請書の受領後 15 労働日以内に，当該企業結合案件の付託申請に対

して，同意または不同意を通知しなければならないと規定する。また EC企業

結合規則第 4条 5項によれば，EC加盟国は，企業結合当事者が，企業結合案

件を EC委員会に付託申請することに対し，不同意を表明する拒否権を有して

いるものの，前述したように，2004 年の EC企業結合規則改正後，EC加盟国が，

新設された同規則第 4条 5項に基づき，企業結合案件を EC加盟国から EC委

員会に付託する請求を拒否したのは 4件に止まり，EC加盟国は，極めて少数
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の事例にのみ，拒否権を行使したにすぎないことから (348)，EC委員会の 2009

年レポートは，EC企業結合規則第 4条 5項の付託手続を利用する者の多くが，

2004 年の同規則改正以後の数年の経験から，次のような見解を持っていると

指摘している。すなわち本稿Ⅲ 1（ 2 ）③「EC企業結合規則第 4条の改正」

で見たように，EC委員会が，2002 年の EC企業結合規則改正草案において，

次にのような改正提案，すなわち同規則改正草案の第 4条 5項が，同規則改正

草案の第 22 条 3 項と同じく，少なくとも 3カ国以上の EC加盟国から EC委

員会に企業結合事案の付託請求があった場合，EC委員会に排他的管轄がある

とし，当該企業結合は EC委員会に届け出なければならないとの改正提案を行

ない，結局，かかる両条項の改正提案は，2004 年の同規則改正において，実

現しなかったが，その提案に倣って，同規則第 4条 5項に関しては，3カ国以

上の EC加盟国から EC委員会に企業結合事案の付託請求があるとの要件が満

たされる場合，自動的に EC委員会に排他的管轄とし，当該企業結合は EC委

員会に届け出なければならないする強制的な管轄制度に移行する可能性を，再

度，検討すべきとの見解である(349)。そして EC委員会の 2009 年レポートは，

EC企業結合規則第 4条 5項の付託手続を利用する者の多くが，そのような強

制的な付託制度が採用されるならば，付託手続の透明性は著しく向上し，企業

結合審査に費やす費用と時間を節約することができるとの見解を持っていると

指摘している(350)。

　また EC委員会の 2009 年レポートは，企業結合の届出後の付託手続を規定

する EC企業結合規則第 9条と第 22 条に対しても，付託手続を利用する産業

界から，手続が時間を要し煩瑣であるとの批判があると指摘している(351)。

　以上のように，EC委員会の 2009 年レポートは，2004 年の EC企業結合規

則改正における「管轄に関する規定の改正」については，一方で，これを基本

的に肯定的に評価しながら，他方で，特に，同規則第 1条 2項と 3項の売上高

基準，売上高に関する 3分の 2ルール，同規則第 4条の適用・制度設計におい
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て，不十分であると批判し，今後，改善の余地があるとしている。

　次に，2004 年に行なわれた同規則の管轄に関する規定の改正について，学

説の見解を見る。

（c）学説の見解

　第 1に，2004 年の EC企業結合規則改正において，同規則第 1条 3項の改

正が行なわれず，企業結合案件の付託手続が体系的に整備された点について，

学説は，次のような見解をとっていると指摘することができる。すなわち学説

の多くは，2004 年の EC企業結合規則改正において，同規則第 1条 3項の改

正が断念された点に着目するのではなく，同規則第 1条 3項の改正が断念され

た替わりに，同規則第 9条，第 22 条ならびに第 4条を中心として企業結合規

則案件の付託手続を体系的に整備された点に着目して，そのような付託手続の

体系的整備が，付託手続を利用する者の側から見て，従来の不十分な状況を改

善するとして，前述した元ドイツ連邦カルテル庁長官のベゲ氏と同じく，付託

手続の体系的整備を基本的に肯定的に評価する。他方，学説の少数説としては，

特に，EC企業結合規則の 2004 年改正において，同規則第 1条 3項の改正が

断念された点を重視する観点から，同規則の管轄に関する規定の改正を否定的

に評価する見解がある(352)。

　そのような学説の少数説を見るならば，EC委員会は，前述のように，2001

年の緑書において，EC企業結合規則の「管轄に関する規定の改正」に関し，

企業結合が同規則第 1条 2項と 3項を充足せず，企業結合当事者が，3カ国以

上の EC加盟国に企業結合を届け出る義務がある場合，自動的に，それ自体，

ECの管轄とし，EC委員会が審査するとした「mandatory 3 ＋ system」を提案

したにもかかわらず，すでに 2002 年の同規則改正草案の段階において，

mandatory 3 ＋ systemの導入を断念し，さらにその場合，企業結合当事者が，

企業結合を EC加盟国に届け出るか，EC委員会に届け出るか，選択権を有す
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るとした「optional 3 ＋ system」も検討して，その導入を断念したが，少数説

のある見解は，かかる同規則第 1条 3項の改正提案が，結局，2004 年の同規

則改正において実現せず，同規則第 1条 3項の改正によって，前述した同規則

の管轄に関する規定についての 2つの主要な改正目的，すなわち（ 1）企業結

合案件の管轄を EC委員会と EC委員会に最適に配分する，（ 2 ）企業結合を

複数の EC加盟国に届け出る事例を減少させるためワンストップショップを推

進する，という 2つの主要な改正目的を達成することができなかったとし，こ

の点を重視して，「残念である」と述べる(353)。そしてこの見解は，同規則第 1

条 3項を改正する替わりに，同規則第 9条，第 22 条ならびに第 4条を中心と

して，企業結合案件の付託手続について体系的な整備が行なわれた結果，例え

ば，同規則の前文 16 が述べるように，企業結合案件を EC委員会から EC加

盟国に付託するに当たっては，企業結合当事者は，企業結合が EC加盟国にお

ける競争を阻害することを立証することまで要求されるべきではないとしてお

り，従来の企業結合規則において必要とされていた EC加盟国や EC委員会の

立証責任が軽減されると予想されると述べる一方，付託手続の体系的整備に

よって，（ⅰ）同規則の付託手続が非常に複雑となる点，（ⅱ）また実務上の観

点から，企業結合案件の付託を EC委員会に対して申請する際に，付託理由を

記載した「Form RS」（RSは Reasoned Submissionの略）という申請用紙に記載が

義務付けられる多くのデータは，企業結合を EC委員会に届け出る際に提出が

義務付けられる「Form CO」（COは Concentrationの略）に必要なデータと重複

しており，Form RSの記載に多大な労力と費用を要すると考えられる点，（ⅲ）

EC加盟国は，EC委員会への付託を不同意とする拒否権を持っている点，の 3

点を挙げ，かかる 3点から，企業結合当事者は同規則の付託手続を選択するこ

とを躊躇すると批判し，2004 年に行なわれた付託手続の体制的整備が適切に

機能するか否か，また前述した 2つの主要な改正目的が達成されるか否かにつ

いては，不確実であると強く批判する(354)。
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　また，この学説は，EC企業結合規則第 1条 2項ならびに 3項が，従来通り，

売上高基準によって企業結合案件の管轄を定めているのに加えて，2004 年の

同規則改正においては，企業結合の届出以前の付託手続として同規則第 4条が

新設され，さらに従来の付託手続については，企業結合の届出以後に EC委員

会から EC加盟国に付託する手続を定める同規則第 9条と，EC加盟国から EC

委員会に付託する手続を定める同規則第 22 条が部分的に改正されて存続した

ことから，EC委員会による企業結合の審査プロセスについても，従来に増し

て複雑なものとなると指摘して，前述した 2つの改正目的の達成が全く困難と

なる可能性があると批判している(355)。そして，この学説は，企業結合当事者が，

企業結合を EC加盟国競争当局に届け出る以前に，企業結合を EC加盟国に付

託するよう EC委員会に要請できるとした EC企業結合規則第 4条 4項に関し

ては，前述のように同規則の前文 16 が，企業結合当事者は，企業結合が EC

加盟国における競争を阻害することを立証することまで要求されるべきではな

いとしており，この点は基本的に問題であるとして，EC企業結合規則におい

てかかる付託手続を新たに導入するインセンティブを顕著に損ねると批判す

る(356)。

　さらに，かかる学説は，EC委員会の付託に関する決定が，どのような法的

性格を有するのかについて，2004 年の EC企業結合規則改正において規定さ

れておらず，明確でないと批判する(357)。すなわち 2004 年の EC企業結合規則

改正は，付託手続について EC司法裁判所に提訴できる制度を設けておらず，

例えば，付託に関する決定に対して，特に EC企業結合規則第 4条に基づく付

託を認めないという EC委員会決定について，企業結合当事者が EC司法裁判

所で争うことができる否か，明確でないと批判している(358)。そして，この学

説は，EC加盟国の独占禁止法における企業結合規制においては，実体法と手

続法は，ともに EC加盟国によって大きく異なっているという現状があること

から，EC委員会が，企業結合案件をどの EC加盟国に付託するかの決定は，
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企業結合当事者の利害に関係するとし，今後，EC司法裁判所は，EC委員会

の付託に関する決定を EC司法裁判所で争うことができる否かについて，判断

することになろうと述べている(359)。

　以上のような 2004 年の EC企業結合規則改正を否定的に評価する少数の学

説に対して，学説の多くは，前述のように，2004 年の EC企業結合規則改正で，

同規則第 1条 3項の改正が断念された点に着目するのではなく，企業結合規則

案件の付託手続を体系的に整備された点を重視し，2004 年に同規則の付託手

続が体系的に整備されたことを肯定的に評価する。

　詳述すれば，本稿Ⅱ 1（ 1 ）①（ａ）「EC企業結合規則第 1条 3項に関する

改正提案」で見たように，1つの企業結合を，複数の EC加盟国官庁に届け出

ることから法的安定性が低下し，企業結合当事者の事務上の負担や金銭的コス

トが増加し，EC加盟国各国の企業結合規制が相互に異なる結論を導く可能性

もあることを考慮して，特に，1つの企業結合を 3カ国以上の EC加盟国官庁

に届け出ることを防止する目的で，1997 年に，EC企業結合規則第 1条 3項が

改正されたが，2001 年の EC委員会緑書は，かかる同規則第 1条 3項の改正

により，企業結合当事者が，3カ国複数の EC加盟国に対して企業結合を届け

出ることを有効に防止できなかったとして，同規則第 1条 3項の売上高基準を

引き下げることを含めて，同規則第 1条 3項の改正を検討するよう提案した。

そして学説の多くは，EC企業結合規則第 1条 3項の改正に関しては，売上高

基準を引き下げることを含めて，必ずしも反対ではないものの，例えば，同規

則第 1条 3項に規定された売上高の数値を引き下げることのみによって，企業

結合当事者が，3カ国以上の EC加盟国に対して企業結合を届け出ることを防

止し，また EC委員会が同規則第 1条ならびに第 3条に該当する企業結合に対

して排他的管轄権を有するというワンストップショップの原則を実現しなが

ら，さらに企業結合案件の管轄を EC委員会と EC加盟国に適切に配分するこ

とは，そもそも不可能であるとして(360)，また EC委員会の緑書が提案する同
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規則第 1条 3項の改正に関しては，企業結合を EC加盟国に届け出る手続につ

いて，EC加盟各国の独占禁止法における企業結合規制の調和が不十分である

として(361)，また EC委員会の緑書が提案する同規則第 1条 3項の改正は，EC

の一般原則である補完性の原則の観点から問題があるとして(362)，2001 年の

EC委員会緑書も認めるように，同規則第 1条 3項の改正に加えて，企業結合

案件の付託手続の体系的整備も重視すべきであるとする(363)。

　そして 2004 年に同規則の付託手続が体系的に整備されたことに関しては，

学説の多くは，次のように肯定的に評価する。すなわち多数説は，例えば，①

EC企業結合規則第 9条と 22 条に関しては，同規則第 2条 2項ならびに 3項

において，企業結合の実体法上の規制基準が，「支配的地位の形成または強化」

という基準から「有効な競争の著しい阻害」を中心とした基準に改正されたこ

とに合わせて，同規則第 9条 2項（ａ）と 22 条 3 項から，「有効な競争を著し

く阻害する支配的地位の形成または強化をもたらすおそれ」という要件を削除

し，この要件を「競争に顕著な影響を与えるおそれ」という要件に置き換えて，

要件を簡素化した点について，これを肯定的に評価する見解(364)，②同規則第

22 条 5 項が，EC委員会のイニシアティブにより，EC加盟国に対して，企業

結合案件を EC委員会に付託申請するよう勧告できるとした点を，付託手続に

要する期間の短縮という観点から肯定的に評価する見解(365)，③同規則第 4条

に関しては，企業結合当事者が企業結合を EC委員会あるいは EC加盟国に届

け出るに当たっては多大な時間と費用を要するところ，同規則第 4条 4項と 5

項は，それぞれ企業結合当事者が，自らの自由な選択により，企業結合を届け

出る以前に，企業結合を EC加盟国または EC委員会に付託する手続を定め，

企業結合当事者が，付託手続に関する時間の短縮と費用の軽減する機会を与え

るとして，この点を肯定的に評価する見解(366)，等がある。

　しかし，このように 2004 年の EC企業結合規則改正で，企業結合規則案件

の付託手続が体系的に整備された点を重視する学説も，付託手続の体制的整備
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に関して，次のように疑問を提示し，また批判している。

　例えば，前記①の見解，すなわち企業結合当事者が，企業結合を EC委員会

に届け出た以後において，EC委員会が，企業結合案件を EC加盟国に付託す

る手続を定めた EC企業結合規則第 9条に関しては，同規則の 2004 年改正に

おいて，同規則第 9条 2項（ａ）から，「有効な競争を著しく阻害する支配的

地位の形成または強化をもたらすおそれ」という要件を削除し，「競争に顕著

な影響を与えるおそれ」という要件に置き換えて，要件を簡素化した点につい

て，これを肯定的に評価する学説の見解は，「競争に顕著な影響を与えるおそれ」

について，「有効な競争を著しく阻害する支配的地位の形成または強化をもた

らすおそれ」との異同が不明確であり，特に，EC企業結合規則第 2条 4項が，

ジョイント・ベンチャーの協調行為を EC条約第 81 条（2009 年 12 月 1 日からは

「欧州連合の運営に関する条約」第 101 条）1 項と 3項に基づいて評価すると規定

している点については，協調行為が「競争に顕著な影響を与えるおそれ」に該

当し，EC加盟国の独占禁止法によって評価されるのか疑問であると指摘して

いる(367)。またこの学説は，企業結合当事者が，企業結合を単一または複数の

EC加盟国に届け出た以後において，単一または複数の EC加盟国が，企業結

合案件を EC委員会に付託する手続を定めた EC企業結合規則第 22 条に関し

ては，学説は，同条を利用する事業者の利益を考えると，EC委員会が EC加

盟国からの付託申請を受けて，当該企業結合を自ら審査する決定を下すまでの

期間を短縮できたと批判する(368)。また EC企業結合規則第 22 条 2 項は，EC

委員会が，単一または複数の EC加盟国から，企業結合案件の付託申請を受け

て，当該企業結合に管轄を有する EC加盟国ならびに当該事業者に対して，付

託申請を遅滞なく通知すると規定し，付託申請を行なわなかった EC加盟国に

対しては，EC委員会による付託申請の通知日から 15 労働日以内に，通知さ

れた最初の付託申請に参加する権利を有すると規定し，さらに同条 3項は，こ

の 15 労働日の期間が満了した後，遅くとも 10 労働日以内に，EC委員会は自
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ら当該企業結合を審査することができると規定しているが，この学説は，同条

2項の「15 労働日の期間」は 10 労働日または 5労働日に短縮できたと批判し

ている(369)。

　また前記②の見解，すなわち EC企業結合規則第 22 条 5 項が，EC委員会の

イニシアティブにより，EC加盟国に対して，企業結合案件を EC委員会に付

託申請するよう勧告できるとした点を，付託手続に要する期間の短縮という観

点から肯定的に評価する見解は，同規則第 22 条の手続に関しては，EC加盟

国は，企業結合案件を EC委員会に付託することを申請する際，申請理由を付

した Form RSを提出しているのであるから，さらに EC委員会が，EC加盟国

に対して，Form COに関する情報提供を求めることは非常に疑問であるとし

て，EC委員会は，Form RSに書かれておらず，かつ付託の決定に関して重要

な情報についてのみ，同規則第 11 条に基づき，追加の情報提供を求めること

ができるとすべきであると批判している(370)。

　さらに前記③の見解，すなわち EC企業結合規則第 4条 4項と 5項は，それ

ぞれ企業結合当事者が，企業結合を届け出る以前に，自らの自由な選択により，

企業結合を EC加盟国または EC委員会に付託する手続を定め，企業結合当事

者が，付託手続に関する時間の短縮と費用の軽減する機会を与えるとして，こ

の点を肯定的に評価する見解は，本稿Ⅲ 1（4）②（ｂ）で見た「EC委員会の

2009 年レポート」が指摘するように，実際は，同規則第 4条の付託手続は時

間を要し煩瑣であると批判している(371)。また前記③の見解を主張する学説は，

企業結合当事者が，企業結合の届出以前に，同規則第 4条の付託手続を申請し

たとしても，付託が決定するまでの時間が長く，また手続が煩瑣なため，希望

通りに管轄の変更ができない場合があるとし，その場合，企業結合当事者が，

企業結合を EC加盟国の競争当局または EC委員会に届け出た後に，同規則第

9条または第 22 条に基づく付託手続が開始される危険性があると指摘してい

る(372)。そしてこの学説は，同規則の前文 14 も付託手続の重複を認めており，
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EC委員会は EC加盟国独占禁止法当局との密接な協力によって，付託手続の

重複を最大限防止するとしていると指摘し，このような付託手続の体系からす

れば，付託手続が重複することを排除できないとして，この点は，同規則第 4

条を新設することによる重大なデメリットであるとし，法的安定性の観点から

疑問を提示している(373)。

　また前記③の見解を主張する学説は，EC企業結合規則第 4条 5項の付託手

続に関して，EC委員会に企業結合を付託申請する企業結合当事者は，次のよ

うな大きな危険を負担するとし，そのような危険を十分に考慮すべきであると

警告している(374)。すなわち企業結合が EC加盟国独占禁止法に基づいて審査

される場合，当該 EC加盟国における企業結合の影響について審査されるが，

企業結合が EC委員会によって審査される場合，企業結合が EC規模の影響を

有するとして，すべての EC加盟国を含めて審査されることになり，企業結合

当事者は大きな危険を負担することになるとし，この学説は，企業結合当事者

が EC企業結合規則第 4条 5項に基づいて企業結合を EC委員会に付託申請す

るに当たっては，かかる危険を十分に考慮すべきであると警告している。

　第 2に，2004 年の EC企業結合規則改正において，同規則第 3条の改正を

中心に，同規則の規制対象となる企業結合概念に関連する改正について，学説

の見解を見ると，主要な改正としては，（Ａ）同規則の規制対象となる企業結

合概念を定義する第 3条 1項に企業結合による「継続的な支配の変更」という

基準が明記され，企業結合概念が，従来よりも明確となった点，（Ｂ）同規則

の立法理由を述べた前文の 20 が改正され，事業者の複数取引を規制する可能

性を示唆した点，の 2点が挙げられるが，学説は，かかる改正が行なわれたこ

とそれ自体に対しては，特に，異論がないようである。

　学説においては，次のような見解が見られる。すなわち EC委員会は，本稿

Ⅲ 1（ 3 ）「EC企業結合規則第 3条に関する改正」で見たように，2002 年 12

月 11 日に EC企業結合規則改正草案を公表し，2003 年 1 月 28 日に，EC理事
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会に対して同規則の改正提案を行なっており，その中で，EC委員会は，新た

に同規則第 3条 4項に，事業者の複数取引を規制する一般的な規定を付加する

という改正提案をしているが，学説においては，かかる改正の方が，複数取引

の規制を，より明確にしたであろうとしながら，同規則の前文 20 の改正も，

2001 年の EC委員会緑書に沿って，事業者の複数取引を規制する方向を明確

にしているとして，2004 年の同規則第 3条 1項の改正を肯定的に評価する見

解が見られる(375)。もっともこの学説の見解が主張するように，新たに EC企

業結合規則に，そのような一般的な規定を設けて，事業者の複数取引を規制す

る方が良いと仮定するとしても，その要件を適用可能とすべく十分に明確に設

定できるか否か，またそもそも一般的な規定が，EC委員会におけるワンストッ

プショップの原則と調和するのか否かは，問題となろう。この点については，

本稿Ⅲ 1（ 4 ）②（ａ）で述べた元ドイツ連邦カルテル庁長官であったベゲ氏

の指摘が有益である。

　しかし，事業者の複数取引の規制以外に，EC委員会の 2001 年緑書が，EC

企業結合規則の適用対象となる企業結合概念に関連して，同規則の改正を検討

するよう提案した事項については，2004 年の同規則改正で改正が実現せず，

今後とも，同規則の改正が議論されることになった。特に，① 2001 年の EC

委員会緑書が指摘したベンチャー・キャピタルの規制と EC企業結合規則第 3

条 5項の改正問題，②企業グループの規制と同規則第 3条 2項の改正問題，③

事業者の少数資本の取得，事業者の戦略的連携，ならびに生産部門において自

律的経済体として部分的機能しか有しないジョイント・ベンチャーの設立に対

処するため，同規則第 3条を改正すべきか，等については，今後，改めて議論

されることになる(376)。

（d）今後の展開

　EC独占禁止法における企業結合規制は，EC企業結合規則第 22 条によれば，
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企業結合が，EC企業結合規則第 3条における企業結合の定義に該当し，かつ

同規則第 1条において規定される EC規模の売上高を有する場合，EC委員会

が，当該企業結合案件に対して，排他的な管轄権を有するという制度であり，

企業結合が同規則第 1条ならびに 3条に該当しない場合，企業結合案件は EC

加盟国の管轄となる。EC委員会の排他的な管轄権は，EC委員会におけるワ

ンストップショップの原則とも呼ばれているが，この原則は EC加盟国が権限

を有することを前提とすることから，ECの一般原則である「補完性の原則」（現

EU条約第 5条）と調和する必要がある。すなわちワンストップショップの原則

は，補完性の原則と調和して，EC委員会の 2001 年緑書も述べるように，EC

加盟国が処理できる案件は EC加盟国の処理に委ねながら，EC加盟国によっ

て処理できない限りにおいて ECの管轄を認めることが必要となる(377)。

　しかし，このように EC加盟国の権限を十分に尊重しながら，ECの管轄権

を認める制度の下においては，EC企業結合規則第 1条に規定された売上高の

数値によって，企業結合案件の管轄を，EC委員会と EC加盟国に適正に配分

することは容易ではない。なぜなら企業結合が行なわれる市場における競争は

多様であり，企業結合が，EC企業結合規則第 3条における企業結合の定義に

該当し，かつ同規則第 1条で規定されている EC規模の売上高について，その

売上高の数値を満たす場合であっても，EC市場または EC市場の実質的部分

における競争に関して，EC独占禁止法上の問題を生ずるのではなく，EC加

盟国の市場における競争に関して EC加盟国の独占禁止法上の問題を生じ，

EC加盟国の企業結合規制の対象となり得るからである。従って企業結合当事

者は，企業結合を 1つのまたは複数の EC加盟国に届け出ることになるが，本

稿Ⅲ 1（ 4 ）②（ｂ）で見たように，EC委員会の 2009 年レポートは，3カ国

以上に EC加盟国に企業結合の届出が行なわれた案件のうち約 6％が，EC加

盟国の独占禁止法と抵触する可能性があるとするデータを紹介して，複数の

EC加盟国が，並行して，企業結合を審査する結果，相互に矛盾する審査結果
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となる危険性があると警告している。また複数の EC加盟国において独占禁止

法上の問題を生ずる企業結合に関しては，企業結合が，EC企業結合規則第 3

条の企業結合の定義に該当するならば，同規則第 1条が規定する EC規模の売

上高の数値を満たさない場合であっても，EC市場またはその実質的部分にお

ける競争に関して，EC独占禁止法の独占禁止法上の問題を生じ，EC企業結

合規則の対象となり得るのである。

　それゆえ ECの企業結合規則においては，EC委員会におけるワンストップ

ショップの原則を実現しながら，他方で，企業結合案件の管轄を，企業結合が

市場の競争に与える影響を考慮して，EC委員会と EC加盟国に適切に配分す

るためには，EC企業結合規則第 1条に規定された売上高の数値をいくらにす

るかは重要であるが，それのみが重要なのではなく，EC委員会と EC加盟国

の協力関係，ならびに EC加盟国相互の協力関係を確保しながら，企業結合案

件の付託手続を整備すること，すなわち例えば，企業結合当事者が企業結合を

EC委員会に届け出た後，EC委員会が，企業結合案件を EC加盟国に付託する

EC企業結合規則第 9条の付託手続を改正すること，また企業結合当事者が企

業結合を EC加盟国に届け出た後，EC加盟国が企業結合案件を EC委員会に

付託する同規則第 22 条の付託手続を改正すること，そして同規則第 4条のよ

うに，企業結合当事者が，企業結合を届け出る以前において，自らの選択によ

り，EC委員会に対して，企業結合案件を EC委員会あるいは EC加盟国に付

託することを申請できる付託手続を新設するなど，付託手続を整備することも

重要となろう。

　このような観点からすれば，EC企業結合規則の 2004 年改正においては，

同規則第 1条 3項に規定された売上高の数値は改正されなかったものの，その

替わりに，企業結合案件の付託手続が体系的に整備された点に着目して，前述

した学説の多数説と同様に，2004 年の同規則改正は，従来の付託手続におけ

る不十分な状況を改善する改正として，これを基本的に肯定的に評価すること
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ができるであろう。

　そして今後，EC企業結合規則の管轄に関する規定の改正については，特に，

次のように述べることができるだろう。

　第 1に，EC企業結合規則第 1条 3項に規定された売上高の基準は，前述の

ように EC委員会におけるワンストップショップの原則を実現するために重要

である。従って，その売上高の数値を引き下げて，企業結合当事者が企業結合

を複数の EC加盟国に届け出る事例を減少させるため，EC委員会におけるワ

ンストップショップの原則を，さらに広く適用していくべきか否かは，Ⅲ 1（ 4）

②（ｂ）「EC企業結合規則第 1条 2項・3項の運用に関する『EC委員会の

2009 年レポート』」も指摘するように，今後の検討課題となろう。

　第 2に，企業結合案件の付託手続は，企業結合案件の管轄を EC委員会と

EC加盟国に適切に配分するという観点からは，今後，付託手続の不備を修正

し，手続を精緻化する必要がある。例えば，2004 年の EC企業結合規則改正

においては，第 4条に新たな付託手続が導入され，企業結合当事者は，自らの

自由な選択により，企業結合を届け出る以前において，EC委員会に対して，

企業結合案件を EC委員会あるいは EC加盟国に付託することを申請できるこ

とになったが，前述したように，企業結合当事者は，同規則第 4条の付託手続

を利用した後，企業結合の届出以後の付託制度である同規則第 9条または第

22 条の付託手続を利用することが，EC企業結合規則の規定上，可能である。

その場合，付託手続に多大な時間を要し，また法的安定性に欠けることから，

今後，このような不備を修正する必要があるだろう。また付託手続の規定にお

ける要件の精緻化，ならびに付託手続に要する時間や費用などの実務上の問題

に関しては，特に，前述した 2009 年の EC委員会レポートが参考になる。

　もっとも 2009 年の EC委員会レポートは，企業結合当事者が，企業結合を

届け出る以前に，企業結合を EC委員会に付託する手続を定める EC企業結合

規則第 4条 5項に関して，同規則第 4条 5項を利用する者の多くが，かつて
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EC委員会が 2002 年の EC企業結合規則改正草案において行なった提案を，す

なわち 3カ国以上の EC加盟国から EC委員会に企業結合事案の付託請求があ

るとの要件が満たされる場合，EC加盟国に拒否権を認めることなく，自動的

に EC委員会に排他的管轄とし，当該企業結合は EC委員会に届け出なければ

ならないとする強制的な管轄制度に移行するという EC委員会提案を，再度，

検討すべきとしていると指摘し，その理由として，2004 年の EC企業結合規

則改正後，EC加盟国が，同規則第 4条 5項に基づき，企業結合案件を EC加

盟国から EC委員会に付託する請求を拒否したのは 4件に止まり，EC加盟国

は，極めて少数の事例にのみ，拒否権を行使したにすぎないことを挙げている

と指摘している。しかし，かかる理由であったとしても，その提案は，EC加

盟国に拒否権を認めないという点において変わるものではない。従って，本稿

Ⅲ 1（ 4）②（ａ）において，元ドイツ連邦カルテル庁長官であったベゲ氏が，

EC委員会が 2002 年同規則貝瀬草案第 22 条 2 項に対して批判したのと同じ批

判，すなわち企業結合が，主たる影響を特定 EC加盟国に及ぼし，他の EC加

盟国に対しては僅かの影響しか及ぼさない場合，企業結合に僅かにかかわるに

すぎない 3カ国の EC加盟国が，当該企業結合案件を EC委員会に付託請求す

るならば，自動的に EC委員会に排他的管轄となるという結果を招くとの批判

を受けることになろう。やはり，その提案は，特に，ECの一般原則である補

完性の原則の観点から，問題があると指摘することができる(378)。

　第 3に，EC企業結合規則においては，企業結合案件の付託手続が，EC委

員会から EC加盟国への付託手続または EC加盟国から EC委員会の付託手続

であることから，EC委員会と EC加盟国の協力関係が重要である。また企業

結合当事者が，企業結合案件を複数の EC加盟国に届け出る必要がある場合に

は，企業結合に対する審査結果が EC加盟国によって大きく異ならないように

するため，EC加盟国相互の協力関係が重要となろう。その意味において，

2001 年に EC委員会と EC加盟国競争当局等が設立した競争当局間のネット
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ワーク（European Competition Authorities）は，EC委員会と EC加盟国の競争当局

の協力関係，ならびに EC加盟国の競争当局相互の協力関係に，今後とも，大

きな役割を果たすと考えられる(379)。

　第 4に，EC企業結合規則の規制対象となる企業結合概念に関連する改正に

ついては，同規則第 3条は大きく改正されることなく，同規則第 3条 1項に，

企業結合による「継続的な支配の変更」という基準が明記されて，企業結合概

念が，従来よりも明確となるにとどまる一方，同規則の立法理由を述べた前文

の 20 が改正されて，事業者の複数取引を規制する可能性を示唆したが，事業

者の複数取引以外に，EC委員会の 2001 年緑書が検討を提案した事項に関し

ては，同規則は改正されていない。今後は，EC企業結合規則改正を視野に入

れて，2001 年の EC委員会緑書が指摘したようなベンチャー・キャピタルの

規制，企業グループの規制，事業者の少数資本の取得等が，特に，EC企業結

合規則第 3条との関係で，さらに議論されることになろう。

　以上を総括すれば，次のようになる。すなわち 2004 年の EC企業結合規則

の改正においては，管轄に関する規定の改正は，同規則第 1条 3項の売上高の

数値の改正ではなく，主として，企業結合案件の付託手続が体系的に整備され

ることになり，従来から，企業結合の届出以後に関して，同規則第 9条が EC

委員会から EC加盟国への付託する手続を定め，同規則第 22 条が EC加盟国

から EC委員会への付託手続を定めているのに加えて，新たに，同規則第 4条

に企業結合の届出以前の手続が定められて，確かに，従来よりも複雑な構成と

なった。この点は，それ自体，基本的に，問題であろう。しかし他方で，企業

結合が行なわれる市場における競争が多様であることを考慮すれば，複雑な付

託手続も，企業結合案件の管轄の適正な配分という観点においては大きな意義

を有していると考えられる。

　従って，今後は，EC企業結合規則の管轄に関する規定の改正にとって，EC

企業結合規則第 1条 3項の売上高の数値の改正とともに，付託手続について，
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前述した付託手続の不備を修正すること，付託手続を精緻化すること，そして

付託手続の運用をより合理的なものとすること等が求められるであろう。

 （つづく）
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